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埼玉県環境基本条例前文 

 

                              平成６年12月26日 

                              埼玉県条例第60号 

 

 人は、豊かな自然の恵みの下に、その生命をはぐくみ、活力ある今日の社会を築いて

きた。 

 しかしながら、便利さや物質的な豊かさを求めて様々な資源エネルギーを大量に消費

する社会経済活動は、自然の再生能力や浄化能力を超えるような規模となり、その結果

すべての生物の生存基盤である地球の環境を脅かすまでに至っている。 

 武蔵野の雑木林や荒川の清流に代表される豊かな自然に恵まれた私たちの埼玉でも、

人口の集中や産業の集積により、活発な社会経済活動が展開される一方、多くの自然が

失われ、都市・生活型公害が拡大するとともに、廃棄物の問題が深刻化しつつある。 

 もとより、私たちは、健康で文化的な生活を営む上で必要とされる良好な環境を享受

する権利を有するとともに、その環境を将来の世代に引き継ぐべき責務を有している。 

 私たちを取り巻く環境は、すべての生命をはぐくむ母胎であり、大気、水、土壌及び

様々な生物の微妙な均衡と循環の下に成り立っている。私たちはこのことを深く認識し

健全で恵み豊かな環境を維持しつつ、環境への負荷の少ない持続的に発展することがで

きる循環型社会の構築を目指していかなければならない。 

 私たちは、共に力を合わせて環境の保全及び創造を推進し、水と緑の豊かな埼玉をつ

くるため、ここに、この条例を制定する。 
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第１章 事 務 所 の 概 要               

 

１ 概要 

 北部環境管理事務所の所管区域は、現在、熊谷市、本庄市、深谷市、児玉郡美里町、神川町、上里

町、大里郡寄居町の 7 市町（3 市、4 町）で、面積 562.12km
2
（県面積比 14.80％）※1、人口 497,003 人

※2である。 

 管轄地域には、県北の中心的な都市機能を有する地域、農山村地域、県立自然公園地域などが存在

しており、自然環境の保全行政から規制行政に渡る幅広い分野を職員 23 名※3で担当している。 

 ※1：国土地理院「令和 4 年全国都道府県市区町村面積調（1 月 1 日時点）」 

 ※2：埼玉県統計課「埼玉県推計人口（令和 4 年 3 月 1 日現在）」 ※3：令和 4 年 4 月 1 日現在 

 

 

２ 沿革 

 北部環境管理事務所は、公害の防止、廃棄物の適正処理、自然保護等の環境行政を総合的に推進す

るため、保健所の公害監視室所掌事務、自然保護課及び自然公園事務所の所掌事務、農林事務所所掌

の鳥獣保護・狩猟免許事務、土木事務所所掌の砂利・岩石・土の採取事務を整理統合し、環境部の地

域機関として県内 5 か所に（中央、西部、秩父、北部、東部）に設置された環境管理事務所の一つで

ある。なお、現在では前出 5 か所の環境管理事務所に 2 か所（東松山、越谷）を加え、全 7 か所の環

境管理事務所で県内をカバーしている。 

 

昭和 62 年 4 月 1 日  北部環境管理事務所が熊谷地方庁舎に設置された。 

平成 9 年 4 月 1 日  所管区域が変更（行田市、羽生市、南河原村を東部環境管理事務所へ移管）と

なった。  

平成 14 年 4 月 1 日  児玉郡市の業務の一部を処理するため、本庄地方庁舎内に本庄駐在が設置され

た。 

平成 15 年 4 月 1 日  ディーゼル車規制等を行うため自動車公害監察担当が新設された。 

           新たに残土対策を所管することとなり、廃棄物担当を廃棄物・残土対策担当

とした。 

平成 19 年 4 月 1 日  大気水質担当の一部の事務を熊谷市に移譲した。 

平成 21 年 4 月 1 日  地域環境担当と自動車公害監察担当を統合し企画調整担当を設置した。 

平成 28 年 4 月 1 日  監視・指導担当（本庄駐在）を本所（熊谷）に統合した。 

令和 ４年 4 月 1 日 企画調整担当を地域環境担当に名称変更した。 
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３ 組織及び事務分掌（令和 5 年 4 月 1 日現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 環境管理事務所所管区域

 
             ●:環境管理事務所所在地  

所 長 副所長 地域環境担当 

  (6人) 

(会計年度任用職員

を含む。) 

 自然公園･自然歩道に関すること 

 緑化の推進・緑地の保全に関すること 

 砂利、岩石及び土の採取規制に関すること 

 鳥獣保護管理及び狩猟の免許･登録に関す

ること 

 ディーゼル車の運行規制に関すること 

 自動車ＮＯｘ・ＰＭ抑制に関すること 

 地球温暖化対策推進に関すること 

大気水質担当 

     (6人) 

 (会計年度任用職

員を含む。) 

 大気汚染・水質汚濁・土壌汚染の防止に関す

ること 

 地下水の採取規制に関すること 

 公害の防止組織の整備に関すること 

 ダイオキシン類対策に関すること 

 化学物質の適正管理に関すること 

 浄化槽の適正管理に関すること 

 川の国応援団支援事業に関すること 

廃棄物･残土対策担当 

(8人) 

(会計年度任用職員

を含む。) 

  

 廃棄物の適正処理に関すること 

 自動車リサイクルに関すること 

 土砂の排出、堆積等に関すること 
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第２章 業 務 の 実 施 状 況 

 

第１節 地域環境担当 

 １ 砂利・岩石・土採取等の概要 

 砂利採取法、採石法、埼玉県土採取条例に基づき、採取業者の登録、採取計画の審査、認可及

び指導業務のほか、採取等に伴う災害及び生活障害等の未然防止に努めている。 

 

  (1) 事業者数及び採取場数 

                （令和5年3月31日現在） 

            区 分 
 
 市町村 

砂 利 岩 石 合 計 

事業者 採取場 事業者 採取場 事業者 採取場 

 熊  谷  市       1       3 

 

     0       0       1      3 

 本  庄  市       0       0      0       0       0      0 

 深  谷  市       1       1      0       0       1      1 

 美  里  町       0       0      0       0       0      0 

 神  川  町       1       1      0       0       1      1 

 上  里  町       3 

 

      4      0       0       3      4 

 寄  居  町       0       0      3       3       3      3 

計       6       9      3       3       9     12 
 
 

  (2) 認可 
 

ア 砂利採取計画申請件数 
  
 

       区分 

 市町村 

      砂 利 採 取 洗 浄 プ ラ ン ト  
合 計 

 新  規  変  更    計 新 規 更 新 変更    計 

 熊  谷  市      2      1      3      0      0      0      0       3 

 本  庄  市      0      0      0      0      0      0      0       0 

 深  谷  市      1      1      2      0      0      0      0       2 

 神  川  町      1      0      1      0      0      0      0       1 

 上  里  町      2      2      4      0      0      0      0       4 

 寄  居  町      0      0      0      0      0      0      0       0 

       計      6      4     10      0      0      0      0      10 
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イ 岩石採取計画申請件数 
           

     区 分 
件 数 

認 可 数 新  規 廃  止 期間更新 変  更 計 
 

計     1      0      0      1      0      1 
 

 

ウ 土採取計画申請件数 
   
 
     区 分 
件 数 

前年度末 新  規 廃  止 変  更 計 

計        0       0       0       0        0 
 

 

  (3) 立入検査、巡視及び行政措置状況 

ア 立入検査及び巡視 
  
 

      区 分 

 市町村 

砂  利 岩  石 土 採 取 
 
（条例） 

 
合 計 

採 取 洗 浄 計 前 期 後 期 計 

 熊  谷  市      9      2     11      0      0      0       0     11 

 本  庄  市      0      0      0      0      0      0       0      0 

 深  谷  市      5       2      7      0      0      0       0      7 

 神  川  町      5      2      7      0      0      0       0      7 

 上  里  町     13      6     19      0      0      0       0     19 

 寄  居  町      0      0      0      3      3      6       0      6 

    計     32     12     44      3      3      6       0     50 
 

 

イ 行政措置 
  
 

      区 分 

 処 分 

砂  利 岩  石 土 採 取 
 
（条例） 

 
合 計 

採 取 洗 浄 計 砕 石 石 材 他 計 

 勧     告      0      0      0      0      0      0      0       0      0 

 命     令      0      0      0      0      0      0      0       0      0 

計      0      0      0      0      0      0      0       0      0 
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  (4) 苦情処理 

 住民による砂利採取及び岩石採取に係る苦情処理等は、関係課所及び市町村とともに現地調

査を実施し、行為者等に対し指導を行い解決に努めている。 
  
 

      区 分 

 市町村 

砂  利 岩  石 合   計 

受 理 解決済 調査数 受 理 解決済 調査数 受 理 解決済 調査数 

 熊  谷  市      1      1      1      0      0      0      1       1      1 

 本  庄  市      0      0      0      0      0      0      0       0      0 

 深  谷  市      0      0      0      0      0      0      0       0      0 

 神  川  町      0      0      0      0      0      0      0       0      0 

 上  里  町      2      2      2      0      0      0      2       2      2 

 寄  居  町      0      0      0      0      0      0      0       0      0 

計      3      3      3      0  0      0      3       3      3 
 

 

 ２ 環境影響評価 

  法律又は条例に基づく環境影響評価書の縦覧等を行っている。 

                            （令和5年3月31日現在） 

法  令 件 数 進 捗 市町名（事業地） 

法  律 0 － － 

条  例 2 調査計画書手続終了 深谷市、寄居町 

計 2 － － 

 

 ３ 自然公園の概要 

 県立自然公園は、埼玉県立自然公園条例に基づき管内に2か所指定されている。地域内の各種行

為の許認可事務等を行い、優れた自然の風景地の保護と自然歩道、休憩舎等施設の管理を行い、

利用推進に努めている。 

(1) 公園区域概要                                                     

                （令和5年3月31日現在） 
 

公  園  名 特 別 地 域 普 通 地 域 市   町   名 

長 瀞 玉 淀             0 ha       2,325.0 ha  寄居町 

上     武      858 ha       4,620.6 ha   本庄市、神川町 

計           858 ha       6,945.6 ha  
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(2) 工作物の新築等許可及び届出受理状況 
  

公  園  名 工 作 物 の 新 築 そ  の  他 計 

長 瀞 玉 淀             2             0            2 

上     武             2             0            2 

計             4             0            4 
 

(3) 立入調査及び巡視状況 
  
 

公  園  名 立 入 調 査 巡     視 計 

長 瀞 玉 淀             0             2            2 

上     武             3             5            8 

計             3             7           10 
 
 

 ４ 自然環境保全地域の概要 

 自然環境の適正な保全を図るために、埼玉県自然環境保全条例に基づき、管内に1か所指定され

ている。貴重な自然環境を守るため、地域内の各種行為等の監視に努めている。 

 また、指定地域内の山林等の所有者等に、協力奨励金を交付している。 

(1) 保全地域概要 

    熊谷市大沼県自然環境保全地域  普通地区 10.0ha 

 

(2) 届出書受理件数   0件 

 

(3) 協力奨励金の交付状況  17人、 82,996円、 4,9ha  

 

 ５ ふるさとの緑の景観地の概要 

 ふるさと埼玉を象徴する緑や郷土の歴史を伝える雑木林等を保全し、後世に伝えていくために、

「ふるさと埼玉の緑を守り育てる条例」に基づき、管内に２か所指定されている。 

 また、県と指定地域内の緑の保全に関する管理協定を締結した所有者等に、奨励金を交付して

いる。 

(1)  景観地指定概要     

                   （令和5年3月31日現在）   

名      称 箇所 協 定 面 積 （ha） 

 深谷市櫛挽ふるさとの緑の景観地 1 23.7 

 寄居町櫛挽ふるさとの緑の景観地 1  3.9 

計 2 27.6 
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(2) 届出書受理件数   1件 

 

(3) 奨励金の交付状況 191人、3,085,904円、27.6ha  

 

 ６ 緑化計画届出制度 

 開発行為等における緑地の確保を図るために、ふるさと埼玉の緑を守り育てる条例に基づき、 

1,000㎡以上の敷地において建築行為を行う場合、緑化計画届出書の届出が必要となっている。 

      
 

     届  出  件  数 82  件 

   緑化計画届出緑化面積 5.2 ha 
 

 

 ７ 鳥獣保護、狩猟免許等の概要 

 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律に基づき鳥獣保護区、特定猟具使用禁止

区域（銃）等を設定するとともに、狩猟免許・狩猟者登録等の事務の執行を通じ、鳥獣の生息環

境を保全し、狩猟の適正化に努めている。また、鳥獣保護管理員を委嘱し、鳥獣の違反捕獲等の

監視、取締りの補助業務に当たらせている。 

  

   (1) 鳥獣保護区等の設定 

   ア 鳥獣保護区 

                （令和5年3月31日現在） 

名       称 所   在   地 面 積(ha) 期  限 

滑      川 鳥 獣保 護区 熊谷市、東松山市、滑川町       802 令. 11. 10. 31 
神      川    〃 神川町       318 〃. 12. 10. 31 
秋      平    〃 本庄市、美里町       736 〃. 13. 10. 31 
美      里    〃 美里町       194 〃.  9. 10. 31 
神   流   湖    〃 神川町、秩父市       280 〃.  9. 10. 31 

折      原    〃 寄居町、皆野町       785 〃.  5. 10. 31 
遺跡の森総合公園    〃 美里町        15 〃.  6. 10. 31 
男 衾 中 学 校    〃 寄居町         4 〃.  9. 10. 31 
若 泉 公 園    〃 本庄市         8 〃.  7. 10. 31 
川      本    〃 深谷市      16.5 〃. 12. 10. 31 
児玉白楊高等学校    〃 本庄市       8.8 〃. 13. 10. 31 
仙 元 山 公 園     〃 深谷市        35 〃. 14. 10. 31 
荒川大麻生             〃 熊谷市     707.1 〃.  5. 10. 31 
立正大学・文殊寺       〃 熊谷市       101 〃.  6. 10. 31 

かわせみ河原           〃 寄居町、深谷市      67.1 〃.  9. 10. 31 
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イ 特定猟具使用禁止区域（銃）  

                （令和5年3月31日現在） 

名       称 所   在   地 面 積(ha) 期  限 

上里町烏川･神流川 特定猟具使用禁止区域（銃） 上里町     314 無期限 

深      谷   〃 深谷市   1,667.4    〃 

岡      部    〃 深谷市     227    〃 

男      衾    〃 寄居町、小川町   1,065 令.  7. 10. 31 

比 企 北 部    〃 熊谷市、東松山市、滑川町、吉見町  10,753.4 令.  6. 10. 31 

三 ケ 山    〃 寄居町     132 令.  5. 10. 31 

金 尾 山 ・ 風 布    〃 寄居町、美里町､長瀞町     687 無期限 

大 久 保 山    〃 本庄市、美里町     342 〃 

板 東 大 橋    〃 本庄市     258 〃 

北 武 蔵    〃 深谷市、美里町     605 令.  7. 10. 31 

櫛      挽    〃 深谷市、寄居町     919 無期限 

川      本   〃 深谷市   1,883.5 令.  8. 10. 31 

熊      谷    〃 熊谷市   8,933.9 無期限 

利根川総合運動公園      〃 熊谷市     520 〃 

露 梨 子    〃 寄居町     333.7 〃 

森林公園ゴルフ倶楽部       〃 寄居町、小川町     147.3 〃 

美 里 南 部    〃 美里町     101.7 〃 

神 流 川    〃 神川町     110 令.  5. 10. 31 

美 里 ・ 甘 粕   〃 美里町      12 令.  6. 10. 31 

本      庄    〃 本庄市   2,458 令.  7. 10. 31 

妻      沼    〃 熊谷市     327 令.  8. 10. 31 

深 谷 北 部    〃 深谷市     996.7 無期限 

寄      居    〃 寄居町     442.9 〃 

西 ノ 入    〃 寄居町      40 〃 

妻 沼 福 川    〃 熊谷市     308.5 〃 

榛      沢    〃 深谷市      18.3 〃 

児      玉    〃 本庄市     346.6 〃 

豊 里 運 動 公 園     〃 深谷市      35.7    〃 

花       園   〃 深谷市     646.3 〃 

上         里   〃 上里町   1,232.8 令.  5. 10. 31 

こだまゴルフクラブ    〃 本庄市、美里町     114.5 無期限 

鐘  撞  堂       〃 深谷市、寄居町     110.5 〃 

前小屋・二ツ小屋   〃 深谷市     120.5 〃 

熊谷相上・玉作    〃 熊谷市      20.5    〃 

  
   
  ウ 指定猟法禁止区域（鉛散弾の使用禁止） 

                （令和5年3月31日現在） 

名       称 所   在   地 面 積(ha) 期  限 

 荒 川 指定猟法禁止区域 上尾市、桶川市、北本市、鴻巣市、深谷市、熊谷市、川島町、吉見町、寄居町   1,888.0  無 期 限  

 

 



- 9 - 
 

 (2) 狩猟免許試験等 
 ア 試験 

 

        種       類  申 請 者 数  受 験 者 数  合 格 者 数 

 網  猟   新     規         0         0         0 

 一 部 免 除         0         0         0 

 わ な 猟   新     規        13        13        12 

 一 部 免 除         2         2         2 

 第 一 種 銃 猟  新     規        21        20        15 

 一 部 免 除         1         1         1 

 第 二 種 銃 猟  新     規         1         1         1 

 一 部 免 除         0         0         0 

 
       計 

 新     規        35        34        28 

 一 部 免 除         3         3         3 
 
 

 イ 更新 
 

        種       類 申 請 者 数 受 験 者 数 合 格 者 数 

      網 猟         3         3         3 

      わ な 猟        37        37        37 

      第 一 種 銃 猟        48        48        48 

      第 二 種 銃 猟        3         3        3 

      合     計        91        91        91 
 
 
     ウ 狩猟者登録 
 

   項   目   網 猟   わ な 猟  第 一 種 銃 猟  第 二 種 銃 猟   合   計 

登録者数 1 61 221 18 301 
 
 
   (3) 狩猟による鳥獣捕獲状況（令和5年3月31日現在） 

   ａ 鳥類 
 
 キジバト ムクドリ ヒヨドリ スズメ カラス類 カモ類 カワウ キジ ヤマドリ コジュケイ 計 

 142 47  78  68  130 224  34 79 3 1 806 
 
  
    b 獣類 
 
 タヌキ キツネ アライグマ ハクビシン イノシシ ニホンジカ ノウサギ ツキノワグマ 計  

 12 

 

0 47 

 

5 

 

72 

 

185 

 

1 

 

０ 322 
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   (4) 鳥獣捕獲許可状況 

   ア 事務所許可（有害鳥獣捕獲許可以外の許可が対象） 
      （ア）許可件数      34件 
     ａ 事務所（傷病）  19件 
     ｂ 学術研究     4件 
     ｃ 環境影響評価   11件 

 

      （イ）鳥獣捕獲数 
     ａ 鳥類       0羽   
     ｂ 獣類       0頭  

                 
   イ 市町村許可（有害鳥獣捕獲許可のみ対象）（令和5年3月31日現在） 
      （ア）許可件数       376件 
 
      （イ）鳥獣捕獲数 
     ａ 鳥類 
 
 ドバト キジバト ムクドリ ヒヨドリ スズメ類 カラス類 カモ類 カワウ キジ 計 

301  68 103 124 191 467 80 8 9 1,351 
 
  
       b 鳥類卵 
 
 カラス類 

 
計  

4 4 
 
 
      c 獣類 
 
 タヌキ キツネ アライグマ ハクビシン イノシシ ニホンジカ アナグマ ツキノワグマ ニホンザル 計  

 130 

 

1 37 

 

173 

 

302 

 

314 

 

42 

 

3 

 

0 

 

1,002 

  
 
    (5) 鳥の異常死に関する対応 
   ア 対応レベル 
     令和5年3月31日現在、埼玉県内は環境省が定める「対応レベル」の「３（３段階中最上位

レベル）」に指定されている。 

       

      イ 管内の鳥インフルエンザの検査状況等（令和4年度） 
    (ア)  回収件数 4件（回収羽数 27羽） 
    （イ） 検査件数 4件（陽性件数  1件） 

 

    (6) アライグマ防除実施計画による捕獲数 
        2,163頭（令和5年3月31日現在） 

 

  (7)  アライグマ捕獲従事者養成研修会の実施 

     農業大学校 修了者 121人 

         １回    修了者  58人 

            

  (8)  傷病等による鳥獣の相談件数 

     268件  
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８ 自動車対策の概要  

 

   (1) ディーゼル車排出ガス規制に係る運行車両検査・行政措置等の状況 

    埼玉県生活環境保全条例に基づき、ディーゼル車の運行車両検査等を実施するとともに、不

   適合車に対して改善指導を行っている。（令和4年度は、新型コロナウイルス感染症の状況を鑑 

   み、中止とした。） 

    

      ア 運行車両検査 

 

検査種類 検査日数 検査箇所数 検査台数 適合台数 不適合台数 適合率（％） 

 大規模 

 拠点検査 
0 0 0 0 0 - 

 小規模 

 拠点検査 
0 0 0 0 0 - 

  合 計 0 0 0 0 0 - 

      

       (ア) 大規模拠点検査 

 

区  分 県内台数 県外台数 合計台数 

 検査台数 0            0 0 

 適合台数 0            0 0 

 不適合台数 0            0 0 

      

       (イ) 小規模拠点検査 

                                        （台） 

区  分 県内台数 県外台数 合計台数 

 検査台数             0              0            0  

 適合台数            0          0           0 

 不適合台数           0          0           0 

 

    イ 行政措置等  

                                                                             （台） 

検査種類 検査告知書 不適合車両注意書 警告書 運行禁止命令 

 大規模拠点検査         0      0         0              0 

 小規模拠点検査         0        0         0              0 

 他事務所から引継ぎ      0        0         0              0 

合  計      0        0         0              0 
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   (2)  自動車使用管理計画書・実績報告書等の提出状況 

   埼玉県生活環境保全条例及び自動車ＮＯｘ・ＰＭ法に基づき、県内で３０台以上の自動車（軽・ 

  二輪・特殊自動車を除く。）を使用する事業者に作成・提出が義務付けられている自動車使用管

  理計画書（変更を含む。）及び実績報告書を受理している。 

 

区     分 受理件数 事業者数 

 計画書  法律（様式Ａ－１）               4            15 
 条例（様式６－２）              11 

 変更計画書  法律（様式Ａ－２）               0             0 
 条例（様式６－３）               0 

 実績報告書  法律（様式Ａ－３）              21            55 
 条例（様式６－４）              41 

 ※ 事業者数は、法律、条例での重複分を除いた数である。 

 

  (3)  燃料規制に係る立入検査・行政措置等の状況 

  埼玉県生活環境保全条例では、重油及び重油混和燃料等の自動車（建設作業機械などの特殊自     

動車を含む。）への使用と販売が禁止されていることから、採油検査を実施している。 

 

検査種類 検査回数 検査件数 採油検体数 クマリン検出数 不適合数 

拠点検査 地下タンク      1       0       0      0       0 

車両      34      34      0       0 

事業場検査 地下タンク      0       0       0      0       0 

車両       0       0      0       0 

合   計      1     34     34      0       0 

 ※ 車両は重機等も含む。検査には、書類検査のみの場合も含む。 

 

  (4)  アイドリング・ストップに係る指導等状況 

  埼玉県生活環境保全条例では、自動車等の運転者や自動車等を使用する事業者に対し、駐車時   

又は停車時のアイドリング・ストップの遵守を義務付けている。また、駐車場（収容能力20台     

以上又は面積が500㎡以上）の設置者及び管理者に対し、施設利用者へのアイドリング・ストップ

の周知を義務付けており、通報や苦情に対する調査や指導などを行っている。 

 

    ア 自動車運転者の義務 

区     分 件  数 台  数 勧告件数 公表件数 

 通報・苦情に伴う指導 3 0 0 0 

 ※ 台数は、不特定・複数車両で把握できない場合は計上しない。 
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    イ 駐車場設置者・管理者の義務 

区     分 事業者数 駐車場数 勧告件数 公表件数 

 周知義務に対する指導 1 1 0 0 

 ※ 事業者数には個人事業者を含む。 

 

    ウ パトロール 

区     分 実施回数 摘        要 

 パトロールの実施 0 － 

 

 (5)  規制に係る通報・苦情等の受理状況 

      埼玉県生活環境保全条例に基づく規制等に係る通報や苦情等については、立入調査を実施する 

    ことなどにより、解決に努めている。 

 

区     分 受 理 件 数 処 理 件 数 継続件数 

運行規制 
不適合な車両の運行 0 0 0 

運行車両検査の実施 0 0 0 

燃料規制 

不適正な燃料の使用 0 0 0 

不適正な燃料の販売 0 0 0 

駐車場管理者の義務 0 0 0 

その他 0 0 0 

合     計 0 0 0 

 

 

 ９ 地球温暖化対策の概要  

 

 (1)  自動車地球温暖化対策計画作成報告書・実施状況報告書等の提出状況 

 埼玉県地球温暖化対策推進条例に基づき、県内で３０台以上の自動車を使用する事業者から      

自動車地球温暖化対策計画作成報告書や自動車地球温暖対策実施状況報告書を受理している。 

 

    ア 受理件数 

区    分  受理件数   

  ３０台以上            19 

 計画作成報告書   ２００台以上           2 

  ３０台未満              0 

 計画変更報告書            0 

 実施状況報告書           84 

 エコドライブ推進者選任（解任）届出書             5 

 計画廃止報告書            0 
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    イ 自動車地球温暖化対策計画等に係る立入検査 

区    分 検 査 件 数  

立 入 検 査 0 

※運行車両検査（事業場検査）と同時に行ったものも含む。 

 

 (2)  家電製品省エネ情報提供制度に係る指導状況 

 埼玉県地球温暖化対策推進条例に基づき、エアコン・照明器具（蛍光灯器具）・テレビ・電気冷

蔵庫・電気冷凍庫・電気便座のいずれかを５台以上陳列販売する事業者は、省エネラベルの表示並

びに購入者への省エネ性能の説明が義務付けられている。 

 さらに、前記事業者のうち電気機器等の売場面積が１千㎡以上の店舗を設置する事業者は、省エ

ネルギー性能説明者の選任・届出が義務付けられていることから、それらに係る周知・指導を行っ

ている。 

 

区  分 条例周知店舗数 うち義務対象店舗数 うち対象品目売場1,000㎡以上 

立入検査           0           0             0 

文書調査           6            6             6 
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第２節 大気水質担当 

１ 大気汚染防止の概要 

工場、事業場から発生するばい煙、粉じん、揮発性有機化合物（ＶＯＣ）等による大気の汚染

を未然に防止するため、大気汚染防止法及び埼玉県生活環境保全条例に基づき、届出の受理、審

査及び事業所の立入検査を実施している。 

特に、廃棄物焼却炉については、大気汚染防止法及び埼玉県生活環境保全条例に基づき、重点

的に立入検査を実施し、排出基準等の遵守、燃焼管理等の指導を行っている。 

 

  (1) 事業所数及び施設数（ばい煙・水銀・粉じん関係） 
(令和5年3月31日現在)    

 
 

 区分 
 
 
 
 

 市町村 

大 気 汚 染 防 止 法 埼玉県生活環境保全条例  

ば い 煙 
発 生 施 設 

水銀排出 
施 設 

一般 粉 じん 
発 生 施 設 

指 定 ばい 煙 
発 生 施 設 

指 定 粉じん 
発 生 施 設 

事業所 施設 事業所 施設 事業所 施設 事業所 施設 事業所 施設 

熊 谷 市  42 192 (3) 11 21  －   －  17  33(15)  －   － 

本 庄 市  51 113 (7)  4  6  3  12  15  19(14)  6  47 

深 谷 市  63 216 (5)  3  5  7  31  36  39(34)  9  66 

美 里 町   7  39 (0)  0  0  1   1   5  5 (5)  2   2 

神 川 町  12  31 (0)  0  0  5  19   4  4 (4)  7  72 

上 里 町  18  35 (0)  0  0  4  45   7  7 (7)  7  60 

寄 居 町  26  72 (6)  3  6  8  87  19  19(19)  8  62 

合  計 219 698(21) 21 38 28 195 103 126(98) 39 309 
備考  （  ）内は廃棄物焼却炉の数(内数) 
 

  (2) 事業所数及び施設数（ＶＯＣ・炭化水素類関係） 
(令和5年3月31日現在)       

 区分 
 
 
 

 市町村 

大気汚染防止法 
Ｖ Ｏ Ｃ 
排 出 施 設 

埼玉県生活環境保全条例 
指定炭化水素類 
発 生 施 設 

  

事 業 所 施 設 事 業 所 施 設  

熊 谷 市  4 12  43 139  

本 庄 市  0  0  15  75  

深 谷 市  4 19  40 122  

美 里 町  0  0   4   7  

神 川 町  0  0   6 160  

上 里 町  2  3   9  18  

寄 居 町  1  3   5  19  

合  計 11 37 122 540  
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  (3) 届出受理件数 
  
          
 
    区    分 設 置 届 使 用 届 変 更 届 氏 名 等 

変 更 届 
使 用 
廃 止 届 承 継 届 電 気 

工 作 物 
 

 

法 
 
 
律 

ば い 煙 発 生 施 設  7  0  5 19  2  3 17 

水 銀 排 出 施 設  0  0  0  1  1  0  0 

一般 粉じん発 生施設  4  0  0  1  1  1  0 

Ｖ Ｏ Ｃ 排 出 施 設  1  0  0  0  0  0  0 

条 
 
 
例 

指定 ばい煙発 生施設  0  0  0  4  4  2  

指定 粉じん発 生施設  1  0  1  2  0  1  

 指定炭化水素類発生施設  3  0  1  9  4  0   

 
          
 

区    分 熊谷市 本庄市 深谷市 美里町 神川町 上里町 寄居町 
 

特定粉じん等排出作業実施届出書 0 0 2 0 1 0 0 

 

  (4) 立入検査及び行政措置状況（ばい煙・水銀関係） 
  

     区分 
 
 
 
  
 市町村 

立  入  検  査 行 政 措 置 等 

ば  い  煙 
発 生 施 設 水銀排出施設 

指 定 ばい 煙 
発 生 施 設 

 
煙道 

 
測定 

 
 改善 
 
 命令 

 
改善 

 
勧告 

 
 
注意 

事業所 施 設 事業所 施 設 事業所 施 設 

熊 谷 市  6  12 1 1  2  3 1 (1) 0 0 2 

本 庄 市 10  35 1 1  9 11 1 (1) 0 0 0 

深 谷 市 14  87 0 0 14 17 1 0 0 1 

美 里 町  2  27 0 0  1  1 0 0 0 0 

神 川 町  2   8 0 0  1  1 0 0 0 0 

上 里 町  2   5 0 0  1  1 0 0 0 0 

寄 居 町  4  33 1 2  2  2 0 0 0 1 

合 計 40 207 3 4 30 36 3 (2) 0 0 4 

備考  「煙道測定」の（  ）内は水銀測定も行った数（内数） 
 

  (5) 立入検査及び行政措置状況（粉じん関係） 
  

立    入    検    査 行 政 措 置 等  

一般 粉じん 

発 生 施 設 
指定 粉じん 
発 生 施 設 

特定粉じん 
排出等作業 

改 善 
 

命 令 

改 善 
 

勧 告 
注意 

事業所 施 設 事業所 施 設 養生確認 石綿測定 完了検査 

4 4 2 30 10 1 0 0 0 1 
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  (6) 立入検査及び行政措置状況（ＶＯＣ・炭化水素類関係） 
  

立    入    検    査 行 政 措 置 等 

Ｖ Ｏ Ｃ 
排 出 施 設 

指定炭化水素類 
発 生 施 設 

測 定 改 善 
 

命 令 

改 善 
 

勧 告 
注意 

事業所 施 設 事業所 施 設 事業所 施設 

6 10 8 81 2 2 0 0 0 

 

  (7) 立入検査及び行政措置状況（有害大気汚染物質関係） 
  

立  入  検  査 行 政 措 置 等 
有害大気汚染物質 

（条例） 
測 定 改 善 

 
命 令 

改 善 
 

勧 告 
注意 

事業所 物質数 事業所 物質数 

17 29 2 2 0 0 0 

 

  (8) 大気汚染緊急時対策 
  

対 象 事 業 所 数 
届出 
件数 

立入 
検査数 光化学スモッグ注意報発令状況 

ばい煙 25 ＶＯＣ 11 2 0  県北中部地区4日 

 

  



- 18 - 
 

２ 水質汚濁防止の概要 

水質汚濁防止法及び埼玉県生活環境保全条例に基づく届出の受理、審査及び指導を行っている。 

また、工場、事業場の排出水による公共用水域の水質汚濁を防止し、有害物質による地下水汚

染を防止するため、随時立入検査を実施し、特定施設、指定施設、排水処理施設及び排出水等の

検査を行い、基準を遵守するよう指導している。 

 

  (1) 事業所数 
(令和5年3月31日現在)  

      区 分 
 
 
 
 
 
 市町村 

水質汚濁防止法 埼玉県生活環境保全条例 

特 定 事 業 場 
 

 
 
有害物質 

貯蔵 

 
 
届出事業所 

 
 
排水規制対象  

届出事業所 
排水規制対象  

有害物質
使用 濃度規制 総量規制 

 本 庄 市  288  46  0 11  6  9  6 

 深 谷 市  621  90 14 19  4 35 21 

 美 里 町   47  11  0  5  1  0  0 

 神 川 町   53   9  0  2  1  0  0 

 上 里 町   67  15  0  5  4  3  3 

 寄 居 町  131  35  9  3  2  1  1 

合 計 1,207 206 23 45 18 48 31 

(注) 条例の規制対象は、法の規制対象との重複分を除いたものである。 
(注) 有害物質使用は届出事業所のうち有害物質使用特定施設を届け出ている事業数である。 
 

  (2) 届出受理件数 
  

 
区 分 

 
設置 届 

 
使用 届 

 
変 更 届 

氏 名 等 
 
  変更届 

使  用 
 

廃 止 届 

 
承継 届 

汚濁負荷量 
 
測定手法届 

法  律 22 0 11 33 8 4 0 

条  例  0 0  2  3 1 0  
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  (3) 立入検査及び行政措置状況 
  

     区 分 
 
 
 
 市町村 

立   入   検   査 報告 行 政 措 置 等 

 
事 業 所 

 
排水 
検査 

 
基準 
超過 

超 過 率 
(％) 

 
 事 業 所 

 
停止 
命令 

 
改善 
命令 

 
改善 
勧告 

 
注 意 

本 庄 市 28  9  0  0.0 25 0 0 0 0 

深 谷 市 40 30  9 30.0 37 0 0 0 2 

美 里 町  7  6  2 33.3  1 0 0 1 1 

神 川 町  4  0  0  0.0  5 0 0 0 0 

上 里 町 14  7  1 14.3  5 0 0 0 1 

寄 居 町  6  1  0  0.0 22 0 0 0 0 

合   計 99 53 12 22.6 95 0 0 1 4 

 

  (4) 水質異常件数 
  
        区 分 
 
 市町村 

 
魚 の へい死 

 
油 の 流 出 

 
着色水・濁水 

 
そ の 他 

 
合  計 

 本 庄 市 0 0 0 1 1 

 深 谷 市 0 1 1 0 2 

 美 里 町 0 1 1 0 2 

 神 川 町 1 0 0 0 1 

 上 里 町 0 0 0 0 0 

 寄 居 町 0 0 1 0 1 

  合   計 1 2 3 1 7 

 

  (5) 地下水の水質測定 
  

概 況 調 査 周 辺 調 査 継続監視調査 終 了 調 査 

調査井戸 基準超過 調査井戸 基準超過 調査井戸 基準超過  調査井戸  基準超過 

11 2 4 2 46 21 0 0 
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３ ダイオキシン類対策の概要 

ダイオキシン類対策特別措置法に基づき、届出の受理、審査及び事業所の立入検査を実施して

いる。 

 

  (1) 事業所数及び施設数 
(令和5年3月31日現在)  

         区 分 
 
 市町村 

 
事 業 所 

大 気 基 準 適 用 施 設 水 質 基 準 適 用 施 設 

事 業 所 施   設 事 業 所 施   設 

 熊 谷 市 20 19 35  6 12 

 本 庄 市  8  7  9  3  4 

 深 谷 市  9  9 23  2  4 

 美 里 町  0  0  0  0  0 

 神 川 町  2  2  2  0  0 

 上 里 町  1  1  1  0  0 

 寄 居 町  3  3  6  3 18 

  合   計 43 41 76 14 38 

 

  (2) 届出受理件数 
  

 設 置 届  使 用 届  変 更 届 氏名等変更届 使 用 廃 止届  承 継 届 測定結果報告書 

0 0 4 6 1 1 50 

 

  (3) 立入検査及び行政措置状況 
  
       区 分 
 
 
 
 
 
 市町村 

立   入   検   査  
行 政 措 置 

大 気 基 準 適 用 施 設 水 質 基 準 適 用 施 設 

 
事業所 

 
施 設 

煙 道 
 

測 定 

基 準 
 

超 過 
 

事業所 
 

施 設 
排 水 

 
検 査 

基 準 
 

超 過 

改 善 
 

命 令 

改 善 
 

勧 告 
 

注 意 

 熊 谷 市  6 11 1 1 0 0 0 0 1 0 0 

 本 庄 市  5  7 1 0 2 3 0 0 0 0 0 

 深 谷 市  5 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 美 里 町  0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 神 川 町  1  1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 上 里 町  0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 寄 居 町  2  4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

  合   計 19 39 3 1 2 3 0 0 1 0 0 
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４ フロン回収の概要 

オゾン層保護と地球温暖化防止、適正な自動車リサイクルのために、フロン排出抑制法及び自

動車リサイクル法に基づき業者登録の受付審査及び立入検査を行っている。 

 

  (1) 事業所数及び施設数 
                       (令和5年3月31日現在) 

         区 分 
 
 市町村 

フロン排出抑制法 自動車リサイクル法 

充填回収業者 引取業者 フロン類回収業者 

熊 谷 市  40 43 11 

本 庄 市  19  8  4 

深 谷 市  29 17  8 

美 里 町   1  3  2 

神 川 町   0  1  1 

上 里 町   2  6  2 

寄 居 町   3  2  0 

そ の 他 213 13  1 

  合   計 307 93 29 

 

  (2) 申請受理件数及び立入検査数 
  

区分 
登録申請 

廃業 
登録 

抹消 
登録の取消 立入検査数 

新規 更新 
フ 
ロ
ン 
排
出
抑
制
法 

充填回収業者 21 61 4 0 0  0 

管 理 者 
解体現場等 ― ― ― ― ― 27 

自
リ
法 

引取業者  4 41 0 0 0  0 

 フロン類回収業者  1 11 0 0 0  0 
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５ 化学物質管理制度の概要 

特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律（略称：化管法、

ＰＲＴＲ法）に基づき、化学物質の排出量等の届出の受理を行っている。また、埼玉県生活環境

保全条例に基づく取扱量の報告の受理及び立入指導を行っている。 

令和４年度の化管法による届出事業所数は181事業所であり、条例による報告事業所数は178事

業所、立入は34事業所であった。 

 

         区 分 
 
 市町村 

化管法 生活環境保全条例（化学物質） 

届出事業所 報告事業所 

熊 谷 市  61  59 

本 庄 市  22  22 

深 谷 市  58  57 

美 里 町   6   7 

神 川 町  12  12 

上 里 町  14  14 

寄 居 町   8   7 

  合   計 181 178 

 

 

６ 地盤沈下対策の概要 

地下水の汲み上げが原因と考えられる地盤沈下を防止するために、埼玉県生活環境保全条例に

基づき、地下水の採取規制、水使用の合理化等の指導を行っている。 

 

  (1) 揚水施設の届出状況 
(令和5年3月31日現在)  

 
     区分 

 
 市町村 

 届出数 用途別井戸本数  

 事業所数 井戸本数 工業用 建築物 
用 

その他 農業用 水産 

養殖用 
水道 

事業用 
非常 

災害用 

熊 谷 市 211 351 150  96 32 32 7 29 5 

本 庄 市  24  66  44   1  5  0 0 16 0 

深 谷 市  75 154  86  10 12 11 0 33 2 

上 里 町  13  28  10   3  9  0 0  6 0 

合 計 323 599 290 110 58 43 7 84 7 
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  (2) 届出等受理件数 
  

採 取 許 可 使 用 等 届 採取届 変 更 許 可 変更届 氏名等変更届 承 継 届 廃 止 等 届 

0 0 2 0 0 14 4 2 

 

 

７ 土壌汚染対策の概要 

土壌の汚染状況の把握、土壌の汚染による人の健康被害の防止に関する措置等を規定した「土

壌汚染対策法」及び「埼玉県生活環境保全条例」の土壌及び地下水汚染に関する規定に基づき、

調査・対策の指導を行っている。 
 

  (1) 指定区域の状況 
(令和5年3月31日現在) 

 指定番号 指定年月日 解除年月日 所在場所  

指-101号 

（要措置区域）   平成27年 7月14日 ― 深谷市田谷 

 指-102号 

（形質変更時要届出区域）   平成27年 7月14日 ― 深谷市田谷 

 

 指-122号 

（形質変更時要届出区域） 
  平成28年 8月26日 

  令和 4年 8月 2日 

  （追加） 

  令和3年 7月16日 

  令和4年 5月20日 

  （一部） 

深谷市幡羅町 

 

 指-133号 

（形質変更時要届出区域）   平成29年 1月10日 ― 本庄市下野堂 
 

指-163号 

（形質変更時要届出区域） 
  令和元年 7月30日 

  令和元年12月17日 

  令和3年 4月 6日 

  令和5年 1月24日 

  （一部） 

本庄市南 

指-164号 

（形質変更時要届出区域）   令和元年11月 1日 
  令和2年 7月21日 

  （一部） 

児玉郡上里町 

七本木 

 指-181号 

（形質変更時要届出区域） 
  令和3年 4月30日 ― 本庄市小島南 

 

 指-189号 

（要措置区域） 
  令和4年 2月25日 ― 深谷市幡羅町 
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  (2) 届出受理状況（法） 
  

     報告数 

  土壌汚染状況調査結果報告書  3 

  ただし書きの確認申請書  0 

  一定の規模以上の土地の形質の変更届出書 41 

  指定の申請書  1 

  措置完了報告書  0 

  その他 17 

  合計 62 

 

  (3) 届出受理状況(条例） 
  

     報告数 

  特定有害物質取扱事業所設置状況等調査結果 42 

  汚染状況調査結果  1 

  汚染処理完了報告書  1 

  その他  1 

  合計 45 

 

 

８ 浄化槽の概要 

浄化槽法に基づき、施設の立入検査を実施し、浄化槽管理者に対して保守点検、清掃等を含め

正しい使い方等、適正な維持管理指導を行っている。 

また、埼玉県浄化槽保守点検業者登録条例に基づき、保守点検業者の登録の受付審査及び立入

検査を行っている。 

令和４年度は新型コロナウイルスの感染拡大等の影響を注視し、浄化槽管理者に対する法定検

査(11条)受検指導を実施した。 

 

  (1) 浄化槽の建築確認申請数及び届出数並びに立入検査数 
  

    市 町 村 建築確認申請数 届出数 立入検査数 

   本 庄 市 149 16 0 

   深 谷 市 150  9 0 

   神 川 町  41  6 0 

   寄 居 町  77  4 0 

    合   計 417 35 0 
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  (2) 法定検査(11条)受検指導状況 
  11人槽以上浄化槽への指導状況                         （単位：基数） 

    市 町 村 設置基数 文書指導 勧告１回目 勧告２回目 指導受検数 

   本 庄 市  779  0 0 0 0 

   深 谷 市 1,065  0 0 0 0 

   神 川 町  224 40 0 0 2 

   寄 居 町  401  0 0 0 0 

    合   計 2,469 40 0 0 2 

 

  補助事業により設置した浄化槽の指導状況                   （単位：基数） 

    市 町 村 設置基数 文書指導 立入指導 勧告 指導受検数 

   本 庄 市  542 0 0 0 0 

   深 谷 市  252 0 0 0 0 

   神 川 町  309 0 0 0 0 

   寄 居 町  570 0 0 0 0 

    合   計 1,673 0 0 0 0 

 

  (3) 保守点検業者の登録 
  

 
登録業者数 

登  録  申  請 登  録  移  管  
廃 業 届 

 
登録の抹消 

 
登録の取消 

 

新  規 更  新 管  内 管  外 

86 2 14 1 1 1 0 0 

  (注) 登録業者数は、令和5年3月31日現在である。 
 

  (4) 立入検査及び行政措置状況（保守点検業者） 
  

立  入  検  査 行  政  措  置  等 

立入 業者数 

（書面審査者数） 
不   適 文 書 指 導 始 末 書 等 口 頭 指 導 

0（0） 0 0 0 0 

 

  (5) 浄化槽苦情の処理 
  

前年 度繰越 本年 度 受理 合    計 処 理 済 処 理 中 

0 5 5 5 0 
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９ 公害防止組織の整備 

特定工場における公害防止組織の整備に関する法律及び埼玉県生活環境保全条例に基づき、公

害防止管理者等の選任などの届出の受理及び立入検査を実施し、公害防止体制、職務執行につい

て指導を行っている。 

  

 
区  分 

対 象 事 業 所 数  
届 出 件 数 

立 入 検 査 数 

大気関係 水質関係 ﾀﾞｲｵｷｼﾝ 
関 係 

大 気 関 係 水 質 関 係 ダイオキシン関係 

法  律 50 37  7 58 20 30 5 

条  例 34  9 12 25  6  3 4 

合  計 84 46 19 83 26 33 9 

 (注) 対象事業所数は、令和5年3月31日現在である。 

 

 

１０ 公害苦情の処理 

住民からの苦情・陳情を受理し、発生源の事業所に立入調査を実施し、防止対策の指導を行い、

解決に努めている。 

 
                                                     (令和5年3月31日現在)  

区   分 前年度から繰越  本年 度 受理  合   計  処 理 済  処 理 中 

大 
 
気 

 
汚 

 
染 

ば  い  煙 0 12 12  6 6 

粉  じ  ん 0  3  3  3 0 

そ  の  他 0  0  0  0 0 

計 0 15 15  9 6 

水 
質 
関 
係 

水質 の汚濁 0  6  6  5 1 

そ  の  他 0  0  0  0 0 

計 0  6  6  5 1 

合    計 0 21 21 14 7 
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１１ 環境みらい資金融資に伴う完了調査 

中小企業の公害防止対策を容易にするための環境みらい資金融資制度の活用を指導し、公害防

止施設の整備等に努めており、融資対象となった事業所への完了検査を行っている。 

  

大 気 関 係 水 質 関 係 騒音・振動関係 そ の 他 合   計 

0 0 0 0 0 

 

 

１２ 元小山川流域生活排水対策推進協議会の概要 

平成4年7月に元小山川流域が「生活排水対策重点地域」に指定されたことに伴い、流域の本庄

市及び上里町の生活排水対策推進計画に係る機関との調整を図り、計画を推進するための「元小

山川流域生活排水対策推進協議会」が設置されている。 

平成29年度から県（水環境課、本庄県土整備事務所、北部地域振興センター）・本庄市・上里

町が参加する部会を開催し、元小山川の水質保全対策、浄化活動の取組及び川の再生活動団体の

支援などについて調査、協議を行っている。令和4年度は新型コロナウイルスの感染拡大等の影響

を鑑み、書面開催とした。 

 

 

１３ 川の国応援団 

「川の国応援団」は、県に登録した川の再生活動を行う団体で、県は同応援団に各種の支援メ

ニューを用意しており、令和４年度は２件資材提供等を行った。 

また、同応援団主催の元小山川における清掃活動（１０月、１月）に、当事務所も参加した。

 なお、元荒川流域では、ムサシトミヨ生息域の流況改善を図るために、当事務所が構成員とな

っている「ムサシトミヨ保全推進協議会」が同応援団として活動しているが、同協議会が例年主

催している除草作業は、令和４年度はコロナ禍の状況を鑑みて中止となった。 
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第３節 廃棄物・残土対策担当 

 １ 廃棄物処理の概要 

 県民の生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図るため、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に

基づく廃棄物の適正処理についての指導を行っている。 

 廃棄物は、事業活動に伴って排出される産業廃棄物とそれ以外の一般廃棄物に区分される。 

 一般廃棄物については、ごみ処理施設、し尿処理施設などに係る届出の受理及び審査を、産業

廃棄物については、産業廃棄物処理業の許可申請（更新のみ）及び各種届出の受理・審査並びに

廃棄物処理施設、処理業の許可業者及び排出事業所等への立入検査を行っている。 

 

  (1) 廃棄物処理施設数等 

(令和 5 年 3 月 31 日現在) 

 

    区 分 

 

 

 

市町村 

一 般 廃 棄 物 処 理 施 設            産 業 廃 棄 物 処 理 業           

産業廃棄物 

処 理 施 設 

※2 

ごみ処理施設 し尿 

処理 

施設 

最 終 

処分場 

収集運搬業 

（積替え保管） 
中間処分業 

焼 却 焼却以外     稼働 終了 普 通 特 管 
普 通

※1 
特 管 

熊 谷 市    4    7    2   1   3   11    2   17    1     31 

本 庄 市    1    5    1   0   1    3    1    6    0     12 

深 谷 市    1    2    2   0   4   12    3   21    3     23 

美 里 町    0    0    0   1   0    3    0    2    0      3 

神 川 町    0    2    0   0   1    1    0    3    0      2 

上 里 町    0    0    0   0   0    0    0    1    0      1 

寄 居 町    3    9    1   1   1    3    1    9    2     20 

合  計    9   25    6   3  10   33    7   59    6     92 

 ※1 中間処分業（普通）では、他に群馬県、新潟県及び栃木県の業者（移動式処分業）3 社を管轄し 

   ている。 

 ※2 産業廃棄物処理施設では、他に栃木県の業者の 1 施設（移動式破砕施設）を管轄している。 
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  (2) 産業廃棄物処理業の許可状況 

 

区     分 
更 新 許 可       

申請件数 許可件数 

産 業 廃 棄 物 収 集 運 搬 業               

（ 積 替 え 保 管 を 含 む 。 ）               
  6  8 

産 業 廃 棄 物 中 間 処 分 業                 12  14 

産 業 廃 棄 物 最 終 処 分 業                 －  － 

特別管理産業廃棄物収集運搬業 

（ 積 替 え 保 管 を 含 む 。 ）               
  1  1 

特別管理産業廃棄物中間処分業   0  0 

特別管理産業廃棄物最終処分業   －  － 

 ※新規許可、変更許可、収集運搬業許可（積替え保管を除く。）に関する業務は産業廃棄物指導課 

 

廃棄物再生事業者登録 

新 規 変 更 

0 1 

 

  (3) 立入検査状況 

 

一般廃棄物 

処 理 施 設      

産業廃棄物排出事業者 産業廃棄物 

処 理 業 者      
無許可業者 

そ の 他・ 

行為者不明 
合 計 

医療機関 左記以外 

20 4 416 136 0 579 1,155 

 

  (4) 行政措置状況 

 

口頭指導 報告徴収 文書勧告 改善命令 措置命令 営業停止 許可取消 合 計 

243 4 4 0 0 0 0 251 
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 ２ 建設リサイクル法の規制の概要 

 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(略称：建設リサイクル法)に基づく届出のあっ

た建物等解体現場に対し、分別解体及び廃棄物の適正処理等に係る立入検査を行っている。 

 

立  入  検  査 30 

 

 

 ３ 自動車リサイクル法の規制の概要 

 使用済自動車の再資源化等に関する法律(略称：自動車リサイクル法)に基づき、届出の受理及

び許可業者等に対する立入検査を行っている。 

  

許  可  業  者 
立 入 検 査 

解 体 業 破 砕 業 

17 4  16 

 ※許可業者数は、令和 5 年 3 月 31 日現在である。 

 

 

 ４ 土砂の排出、堆積等の規制の概要 

 県民の生活の安全の確保及び生活環境の保全を図るため、「埼玉県土砂の排出、たい積等の規

制に関する条例」に基づき、土砂の堆積許可や土砂の排出の届出等の受理、土砂の堆積許可に関

する立入検査等を行っている。 

 

    (1) 許可等の状況 

 

土砂の堆積許可 
土砂の排出の届出 

堆積した土砂 

の排出の届出        
立 入 検 査 

申 請 許 可 堆積件数※ 

5 6 3 94 19 84 

 ※堆積件数は、令和 5 年 3 月 31 日現在堆積中の件数である。 

 

    (2) 行政措置状況 

 

報告の徴収 改善勧告 改善命令 措置命令 

0 4 0 0 
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 ５ 通報苦情の処理 

 住民等からの廃棄物等に関する通報苦情について、行為者等に対する立入検査により適正処理

等の指導を行い、解決に努めている。 

 

廃    棄    物 
土 砂 

受理件数の 

合   計 不法投棄 野外焼却 悪 臭 野積み ばい煙 粉じん そ の他 

18 7 2 13 1 0 17 4 62 
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埼玉県北部環境管理事務所 

 

 〒360-0031 熊谷市末広３－９－１（熊谷地方庁舎３階） 

 

   TEL 048-523-2800 

 

   FAX 048-526-3949 

 

   E-mail k232800@pref.saitama.lg.jp 

 

 

   ＜案内図＞ 
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